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上下水道事業は、運営に必要な費用の多くを税金ではなく水道料金・下水道使用料で賄っています。しかし、生活様式の
変化などによる水の使用量の減少や資材価格の高騰などにより、現在の料金・使用料のままでは上下水道施設の老朽化
に伴う更新や維持管理が困難な状況です。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

令和8年4月1日
平均改定率※1　水道料金 26.74%  下水道使用料 27.16%
現在、基本料金に含まれている基本水量(1カ月当たり10㎥)を撤廃し、
使用水量に応じた料金・使用料体系とします。

※1…平均改定率は全体の改定率であり、ご使用の口径･水量によって異なります。

Q.新しい料金はいつから適用されるの？
A.改定後の料金は4月1日から適用されます。使用期間が改定日前後にまたがる場合、3月31日までの分は旧料金、4月1
日以降の分は新料金が適用されます。改定日の前後で料金が異なるため、旧料金・新料金ごとの使用日数に応じて日
割計算をします。
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ご使用の口径・使用水量ごとの料金は水道料金・下水道使用料自動計算フォームで確認できます。

改定日

改定率

基本水量撤廃

※2…2月検針の場合は12～2月検針日までの2カ月分、3月検針の場合は1～3月検針日までの2カ月分のどちらかになります。

詳細は上下水道局
ホームページを
ご確認ください▼

問い合わせ…料金課　i048-258-4132　E048-256-4871

令和 �年 �月 �日に
水道料金・下水道使用料を改定します

改定のポイント

①検針時にお届けする「水道使用水量等のお知らせ」で
メーター口径と使用水量を確認
②下記の二次元コードを読み取り、計算フォームに数値などを入力

3月31日まで

旧料金
4月1日から

新料金

確認方法

国の重点支援地方交付金を活用した、物価高支援として、2カ月(令和８年
2月または3月検針※2)分の水道料金の基本料金を無償化しています。

メーター口径

使用水量
検針日


